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○特定都市河川浸水被害対策法〔平成15年6月11日号外法律第77号〕 

 

（立入検査） 

第四十二条 都道府県知事等は、第三十条、第三十七条第一項、第三十八条第二項、第三十九条第一項又

は前条第一項の規定による権限を行うために必要な限度において、その職員に、雨水浸透阻害行為に係

る土地（対策工事に係る建築物等を含む。）に立ち入り、当該土地、当該雨水浸透阻害行為に関する工

事若しくは当該対策工事の状況又は当該対策工事により設置された施設を検査させることができる。 

 

（立入検査） 

第七十四条 都道府県知事等は、第五十七条第一項、第六十二条第一項、第六十三条第二項、第六十四条、

第六十六条、第七十一条第一項又は前条第一項の規定による権限を行うために必要な限度において、そ

の職員に、当該土地若しくは建築物に立ち入り、当該土地若しくは建築物又は当該土地若しくは建築物

において行われている特定開発行為若しくは特定建築行為に関する工事の状況を検査させることがで

きる。 

 

（測量又は調査のための土地の立入り等） 

第七十七条 国土交通大臣、都道府県知事若しくは指定都市等の長又はその命じた者若しくは委任した者

は、第三条第三項（同条第五項において準用する場合を含む。）若しくは第四項の規定による特定都市

河川流域の指定又は第四十四条第一項の規定による保全調整池の指定に関する測量又は調査のためや

むを得ない必要があるときは、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を作

業場として一時使用することができる。 


